
○ 初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対⾯診療によること。
○ 直接の対⾯診療を⾏うことができる場合等には、これによること。
○ 上記にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を⼗分に勘案した上で、直
接の対⾯診療と適切に組み合わせて⾏われるときは、遠隔診療によっても差し⽀えないこと。
・ 直接の対⾯診療を⾏うことが困難である場合（例えば、離島、へき地の患者の場合など往診⼜は来診に相当な
⻑時間を要したり、危険を伴うなどの困難があり、遠隔診療によらなければ当⾯必要な診療を⾏うことが困難な
者に対して⾏う場合）
・ 直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など病状が安定している患者に対し、患者
の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔
診療を実施する場合

○ 診療は、医師⼜は⻭科医師と患者が直接対⾯して⾏われることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対⾯
診療を補完するものとして⾏うべきものである。

○ 医師法第２０条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他⼿段の如何を問わないが、現代医学か
ら⾒て、疾病に対して⼀応の診断を下し得る程度のものをいう。

○ したがって、直接の対⾯診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の⼼⾝の状況に関
する有⽤な情報が得られる場合には、遠隔診療を⾏うことは直ちに医師法第２０条等に抵触するものではない。

＜参考＞医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２０条
医師は、⾃ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処⽅せんを交付し、⾃ら出産に⽴ち会わないで出⽣証明書
若しくは死産証書を交付し、⼜は⾃ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後２４時
間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
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